
私立保育所の認定こども園化に伴う確認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・ 運営者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員 70人 ０歳児： 5人 1歳児： 13人 2歳児： 13人 3歳児： 13人 4歳児： 13人 5歳児： 13人

利　用　定　員 70人 ０歳児： 5人 1歳児： 13人 2歳児： 13人 3歳児： 13人 4歳児： 13人 5歳児： 13人

変更内容： 変更時期：

基準 申請

　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上 ０歳児 3.3㎡　  × 5人 = 16.5 ㎡ 20.98 ㎡

１歳児 3.3㎡  　× 13人 = 42.9 ㎡ 54.55 ㎡

２歳児以上 1.98㎡　 × 61人 = 120.8 ㎡ 132.3 ㎡

合計 180.2 ㎡ < 207.8 ㎡

(２）設備基準

乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設

　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(付近の代替場所を含む)、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり 基準 申請

適合 面積基準 3.3㎡ × 61人 = 201.3 ㎡ < 4,003.8 ㎡

代替園庭：ワンパク公園（3898.78㎡）

適合 設備あり

適合 施設長（専任） １名

適合 保育士常勤 12人 非常勤 2人 保育従事者 2人

嘱託医 嘱託歯科医

調理員 外部委託

基準 申請

０歳児 5人 ÷　　 ３ = 1.6人 1.6人

１、２歳児 26人 ÷　　 ６ = 4.3人 5.0人

３歳児 16人 ÷　　20 = 0.8人 1.0人

４、５歳児 32人 ÷　　30 = 1.0人 2.0人

※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入 合計 8.0人 < 9.6人

適合 -

適合 必要事項の記載予定を確認

適合 必要事項の記載予定を確認(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

（「申請」に含まれる職員数は、常勤保育士9人＋常勤換算非常勤保育士0.9人）

Ⅲ　食事

(１)　外部委託

Ⅳ　運営

(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。

(３)　保育士の数

　・　０歳児：３人につき１人以上

適合

　・　１、２歳児：６人につき１人以上

　・　３歳児：20人につき１人以上

　・　４、５歳児：30人につき１人以上

清水恵子（けいこ先生の歯医者さん）

(１)　面積基準

適合　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

満２歳以上の幼児を入所させる施設

　・　屋外遊技場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。

Ⅱ　職員

(１)　施設責任者を配置しているか。

(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。

　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要 西谷一晃（西谷医院）

Ⅰ　設備

R８.2.1

時点

あすの木こども園 保育所型認定こども園 丸山台3-5-8

社会福祉法人 赤い鳥保育会 理事長　桑戸　大雄 横山　蘭

変更内容　/　変更時期

就労形態の多様化に伴う利用者ニーズの変更に柔軟に対応するため、１号認定を増員し、内訳を変更する。

（0歳:5人、1歳:13人、2歳:13人、3歳:16人（内1号認定3人）、4歳:16人（内1号認定3人）、5歳:16人（内1号認定3人））

　計79人（1号：9人、2号：39人、3号認定：31人）

令和8年4月1日

認可・確認基準 確認状況
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公設園の利用定員の変更について

変更内容： 定員の内訳を変更し受け入れ人数を減少

変更理由： 多様なニーズに対応した教育・保育サービスの推進に向けて、支援を要する児への対応に関する専門性を高めるため。

施設名称： みなみ保育園 施設区分： 公設公営保育園 所在地： 和光市南２－３－３

現行定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

5人 20人 20人 45人 45人 45人 180人

変更後定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

5人 10人 20人 40人 40人 40人 155人

施設名称： にいくら保育園 施設区分： 公設民営保育園 所在地： 和光市新倉１－３６－２

現行定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

8人 15人 18人 22人 23人 24人 110人

変更後定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

5人 12人 15人 20人 23人 23人 98人

施設名称： ほんちょう保育園 施設区分： 公設民営保育園 所在地： 和光市本町３１－１８

現行定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

6人 8人 15人 20人 20人 21人 90人

変更後定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

4人 8人 13人 19人 20人 20人 84人



認定こども園の利用定員の変更について

変更内容： 定員の内訳を変更する。

変更理由： 2号認定の保育ニーズに対応するため。

施設名称： 小羊幼稚園 施設区分： 所在地： 和光市本町１５－１６

現行定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

１号 23人 23人 24人 70人

２号 10人 10人 10人 30人

変更後定員

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

１号 20人 20人 20人 60人

２号 13人 13人 14人 40人

ーーー

民設民営
幼稚園型認定こども園

ー ー ー



小規模保育事業所の利用定員の変更について

変更内容： 定員の内訳を変更し受け入れ人数を減少

変更理由： 利用実績に合わせ、利用定員の変更を行うもの。

施設名称：
保育ルーム
フェリーチェ和光園

施設区分：
小規模保育事業所
Ａ型

所在地： 和光市本町１１－３

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 ０歳児 １歳児 ２歳児 合計

3人 8人 8人 19人 2人 5人 5人 12人

施設名称：
保育ルーム
フェリーチェ和光Ⅱ園

施設区分：
小規模保育事業所
Ａ型

所在地： 和光市本町5-28　KSビル1階

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 ０歳児 １歳児 ２歳児 合計

0人 9人 10人 19人 0人 6人 6人 12人

施設名称： 和光エンゼル保育室 施設区分：
小規模保育事業所
Ｂ型

所在地： 和光市本町１２－１２優美ビル

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 ０歳児 １歳児 ２歳児 合計

3人 8人 8人 19人 2人 4人 6人 12人

現行定員 変更後定員

現行定員 変更後定員

現行定員 変更後定員



民設民営小規模保育事業所の廃止と民設民営保育所の認可・確認の新規承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・運営者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員

利　用　定　員
19人 ０歳児： 6人 1歳児： 6人 2歳児： 7人

変更内容： 変更時期：

基準 申請

　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上 ０歳児 3.3㎡ × 3人 = 9.9 ㎡ 9.9

１歳児 3.3㎡ × 5人 = 16.5 ㎡ 16.58

２歳児以上 1.98㎡ × 22人 = 43.6 ㎡ 45.54

合計 70.0 ㎡ < 72.0 ㎡

(２）設備基準

乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設

　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(付近の代替場所を含む)、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり 基準 申請

適合 面積基準 3.3㎡ × 22人 = 72.6 ㎡ < 897.3 ㎡

代替園庭：チビッコ公園

ー 対象外

適合 施設長（専任） 1人

適合 保育士 10人

嘱託医

看護師

嘱託歯科医

調理員 2人

基準 申請

０歳児 3人 ÷　　 ３ = 1.0人

１、２歳児 10人 ÷　　 ６ = 1.6人

３歳児 5人 ÷　　20 = 0.2人

４、５歳児 12人 ÷　　30 = 0.4人

合計 3.0人 < 10.0人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 2人

適合 必要事項の記載予定を確認

適合 必要事項の記載予定を確認(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

滝沢秀博（和光駅前クリニック）

　　 １人

島田聡（島田歯科医院）

Ⅲ　食事

(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。

　・　３歳児：20人につき１人以上

　・　４、５歳児：30人につき１人以上

　※調理業務委託又は搬入の場合は、調理員不要

Ⅳ　運営

※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入

(１)　自園調理

(３)　保育士の数

適合

具体的な

内訳は未定

埼玉県和光市下新倉１－１－６２ハイドレンジア1階

株式会社　ゴーエスト 代表取締役　高堀雄一郎 髙安　百合子

満２歳以上の幼児を入所させる施設

認可・確認基準

R8.2.1

時点

メリー★ポピンズ　和光ルーム 小規模保育事業所B型

確認状況

(１)　面積基準

適合　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

Ⅰ　設備

　・　０歳児：３人につき１人以上

　・　１、２歳児：６人につき１人以上

変更内容　/　変更時期

駅区画整理事業により移転となることに伴い、医療的ケア児の受入れを可とする保育所へ類型の変更を行うもの。

（0歳児：3人、1歳児：5人、2歳児：5人、3歳児：5人、4歳児：6人、5歳児：6人）

計30人

令和8年4月1日

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。

Ⅱ　職員

(１)　施設責任者を配置しているか。

(２)　保育士、嘱託医、調理員を配置しているか。

　・　屋外遊技場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき3.3㎡以上



乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可・確認の新規承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・運営者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員

利　用　定　員
100人 ０歳児： 6人 1歳児： 8人 2歳児： 12人 ３歳児： 24人 ４歳児： 24人 ５歳児： 26人

変更内容： 事業開始：

基準 申請

　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上

合計 6.6 ㎡ < 193.9 ㎡

(２）設備基準

乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設

　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室及び便所を設けること。 適合 設備あり

適合 設備あり ☑耐火建築物　☑常用として屋内階段、避難用として避難滑り台を設置　

☑転落防止措置

適合 保育士 1人

※　保育従事者を１人とする場合２つの要件のいずれかを満たしているか。 適合 ☑保育施設と一体的に運営し、かつ保育施設から支援が得られ、専従者が保育士

☑当該施設を利用している乳幼児の人数が3人以下で、保育施設の保育士による支援が得られる

基準 申請

０歳児 6人 ÷　　 ３ = 2.0人 2人

１、２歳児 20人 ÷　　 ６ = 3.3人 4人

３歳児 24人 ÷　　20 = 1.2人 2人

４、５歳児 50人 ÷　　30 = 1.6人 2人

合計 8.0人 < 10.0人

適合 -

適合 必要事項の記載予定を確認

適合 必要事項の記載予定を確認

(１)　保育士、市長が行う研修を修了した者を配置しているか。

(１)　面積基準

適合　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

変更内容　/　変更時期

地域における子育て支援の一環として、乳児等通園支援事業を新たに実施するもの。

（生後10か月から満3歳未満までの児童）

計２人

令和８年９月

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。

Ⅱ　職員

Ⅰ　設備

０歳～満3歳

未満児
3.3㎡ × 2人 = 6.6 ㎡ 193.89

埼玉県和光市広沢１－５－５３

社会福祉法人光輪会 理事長　喜多濃　定人 小林　健

満２歳以上の幼児を入所させる施設

認可・確認基準

R8.2.1

時点

和光なかよしこども園 幼保連携型認定こども園

確認状況

※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入

(１)　外部委託

(２)　保育士の数　※参考として、認定こども園の職員配置数を記載。

適合

　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）

　・　０歳児：３人につき１人以上

　・　１、２歳児：６人につき１人以上

(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

Ⅲ　食事

(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。

　・　３歳児：20人につき１人以上

　・　４、５歳児：30人につき１人以上

Ⅳ　運営



乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可・確認の新規承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・ 運営 者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員

利　用　定　員
19人 ０歳児： 3人 1歳児： 8人 2歳児： 8人

変更内容： 事業開始：

基準 申請

　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上

合計 6.6 ㎡ < 27.0 ㎡

(２）設備基準

乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設

　・　乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室及び便所を設けること。 適合 設備あり

ー 対象外

適合 子育て支援員 1人

※　保育従事者を１人とする場合２つの要件のいずれかを満たしているか。 適合 □保育施設と一体的に運営し、かつ保育施設から支援が得られ、専従者が保育士

☑当該施設を利用している乳幼児の人数が3人以下で、保育施設の保育士による支援が得られる

基準 申請

０歳児 3人 ÷　　 ３ = 1.0人 2人

１、２歳児 16人 ÷　　 ６ 合計 2.6人 4人

合計+1 5.0人 < 6.0人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 2人

適合 必要事項の記載予定を確認

適合 必要事項の記載予定を確認

R8.2.1

時点

第２ひだまりの保育園 小規模保育事業所A型 埼玉県和光市丸山台１－５－５３

株式会社アイサニー 代表取締役　柴田範之 柴田範之

6.6 ㎡ 26.99

(１)　面積基準

適合　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

Ⅰ　設備

満１歳～満

３歳未満児
3.3㎡ × 2人 =

変更内容　/　変更時期

地域における子育て支援の一環として、乳児等通園支援事業を新たに実施するもの。

（満１歳から満３歳未満までの児童）

計２人

令和８年６月

認可・確認基準 確認状況

満２歳以上の幼児を入所させる施設

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。

　・　１、２歳児：６人につき１人以上

Ⅱ　職員

　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）

適合

(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

(１)　保育士、市長が行う研修を修了した者を配置しているか。

(２)　保育士の数　※参考として、小規模保育事業所の職員配置数を記載。

　・　０歳児：３人につき１人以上

※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入

Ⅲ　食事

(１)　自園調理

Ⅳ　運営

(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。



※待機児童数の推移　令和５年度４月 待機児童数…９人（１歳児のみ）
   　　　　 　　　　　　　　　令和６年度４月 待機児童数…３人(１歳児２人、２歳児１人)
　　　　　　　　　 　　　　 　令和７年度４月 待機児童数…２人（１歳児のみ）

施設数 25 18 5 25 18 4 25 18 4

定員数 455 1,537 350 456 1,507 270 456 1,507 270

施設数 25 18 4 25 18 4 23 18 5

定員数 456 1,507 270 456 1,507 270 397 1,424 350

施設数 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92.0% 100.0% 125.0%

定員数 100.2% 98.0% 77.1% 100.0% 100.0% 100.0% 87.1% 94.5% 129.6%

利用者数 372 1,412 258 325 1,392 261

利用割合 81.6% 93.7% 95.6% 71.3% 92.4% 96.7%

実績

こども計画との整合性について

各年度４月１日
基盤整備

令和６年 令和７年 令和８年

小規模
保育事業所

保育所
認定

こども園
小規模

保育事業所
保育所

認定
こども園

小規模
保育事業所

保育所
認定

こども園

計画

実績

【今回の変更点】
認定こども園：2号認定＋39名、3号認定31名→＋70名（あすの木こども園分）
　　　　　　　　  2号認定＋10名（小羊幼稚園分）

公設保育園：3号認定▲23名、2号認定▲20名（みなみ、にいくら、ほんちょう分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→▲43名
民設保育園：3号認定▲31名、2号認定▲39名（あすの木保育園分）＋30名（メリー★ポピンズ和光ルーム分）　→▲40名

小規模：3号認定▲59名（定員変更分▲21名、廃止分▲38名）

計画比

各年度４月１日
利用状況

令和６年 令和７年

小規模
保育事業所

保育所
認定

こども園
小規模

保育事業所
保育所

認定
こども園


